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Ⅰ．治水計画

　　　　　　　　①子吉川水系河川整備基本方針（河川法第１６条）の概要

　

◆　目標とする治水安全度

水系の重要性、流域の資産等を考慮し、子吉川
で目標とする治水安度は、従来の工事実施基本
計画（平成６年６月策定）と同様の１／１００
とした。

基準地点二十六木橋に
おける基本高水流量は

3,100m3/s

◆　現況河道の評価

昭和46年以来、築堤、河道掘削等事業を進めて
来たが、まだ安全度は低い。

基準地点二十六木橋
における現況流下能力は

1, 400m3/s

よって、治水対策の計画的推進が必要
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Ⅰ．治水計画

①河川整備基本計画（河川法第１６条第２項）の概要　　　　　　　　①子吉川水系河川整備基本方針（河川法第１６条）の概要

◆　治水対策の基本的内容
破堤時の被害が拡大する。
また、橋梁等の改築が必要な
だけでなく、堤内側の土地買収
に多額の費用を要する。

整備済み堤防の撤去と再整備、
堤内側の土地買収に多額の費
用を要し、現在の土地利用に
与える影響が大きい。

ダムや遊水地により水位低下
を図る。ただし、ダム・遊水地の
適地に限界がある。

掘削により水位低下を図る。た
だし、橋梁等の改築、塩水遡
上の助長等の問題から掘削に
は限界がある。

多額の費用を要し、現在の土
地利用、生態環境に与える影
響が大きい。

「河道掘削」による水位の低下

「放水路」による水位の低下

「引堤」による水位の低下

放水路
（洪水バイパス）

「ダム・遊水地の洪水調節効果」による水位の低下

「堤防嵩上げ」による対応

複数の対策について社会・環境・経済面から総合的に評価し、「基準地点二十六木橋の基本高水流量
3,100m3/sのうち、上流の洪水調節施設（ダム及び遊水地）　により 800m3/sを調節し、残り

2,300m3/sを河道に配分し河道掘削等により処理する」ことを、河川整備基本方針における治水対策
の基本的内容とした。（平成１６年１０月国土交通大臣決定）
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Ⅰ．治水計画

　　　　　　　　①子吉川水系河川整備基本方針（河川法第１６条）の概要

子吉川子吉川河道配分流量（河道配分流量（計画計画高水高水流量流量）配分図）配分図
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　　　　　　　　　②子吉川水系河川整備計画（河川法第１６条の二）における治水の目標と具体的方策

Ⅰ．治水計画

◆　今回定める河川整備計画の対象期間は、今後概ね３０年間

◆　河川整備計画における治水の目標

戦後最大洪水である昭和22年７月洪水（1/40程度）が
発生しても、床上浸水等の重大な家屋浸水被害を防
止するとともに、水田等農地についても、浸水被害の
軽減に努める。

基準地点二十六木橋における
整備計画流量は

2,400m3/s

４
二十六木橋観測所　年最大流量（洪水期）
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流量(m3/s）

現況流下能力：1,400m3/s

戦後最大の昭和22年7月洪水（約2,400m3/s：二十六木橋）
S22.7.23洪水

S30.6.25洪水

H14.7.16洪水

S62.8.17洪水

S44.7.30洪水

S47.7.9洪水

平均年最大流量：860m3/s

H2.6.27洪水

S55.4.7洪水

現在まで
の整備

整備計画期間
における整備

2,400m3/s

1,400m3/s

戦後最大の昭和22年7月洪水（約2,400m3/s：二十六木橋）



　　　　　　　　　②子吉川水系河川整備計画（河川法第１６条の二）における治水の目標と具体的方策

Ⅰ．治水計画

現況　昭和２２年７月洪水 由利本荘市街地をはじめ、　　　　　　　
直轄管理区間全川に渡り浸水が生じる

昭和２２年７月洪水の被害状況

洪水発生年 昭和２２年７月洪水

（戦後最大洪水）

流域平均二日雨量

（二十六木橋上流） ２４８．９ｍｍ

実績流量

（二十六木橋）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
２，４３０ｍ３／ｓ

被害状況

床下浸水　　 842戸
床上浸水　1,434戸
全半壊　　　　　26戸
浸水農地　4,113ha

昭和２２年７月洪水における　　　　　
甚大な被災状況を紹介した記事

５



Ⅰ．治水計画

　　　　　　　　　②子吉川水系河川整備計画（河川法第１６条の二）における治水の目標と具体的方策

◆　河川整備計画流量2,400m3/sに対する具体的方策
河川整備計画における具体的方策（案） 　参考（河道掘削のみで対応する案）

必要事業費（治水分） ・６１２億円 ・６２６億円

河川整備の具体的方策 下流における部分的河道掘削及び無提
区間の築堤＋鳥海ダム

全川的な河道掘削及び築堤（無堤区間）

河道（二十六木橋） 2,000m3/s 2,300m3/s

洪水調節施設（ダム） 400m3/s 0m3/s

洪水調節施設（遊水地） － －

整備目標上の評価と効果発現時期 ・整備目標流量対応が可能

・鳥海ダムによる効果が上下流全川に　
　及ぶため、参考案よりも治水効果の発
　現時期は早い

・整備目標流量対応を若干下回る

・河道掘削は下流から順次施工していく　
　ため、河道掘削を主体とする本案は、　
　全川にわたる治水効果の発現に長期　
　間を要す

社会への影響 ・ダム建設に伴う家屋移転が生じる

・利水（水道）の開発が可能となる

・利水（水道）の開発が出来ない

環境への影響 ・アユの産卵場所等の保全に対する配　
　慮が必要（右案より影響は少ない）

・ダム建設に伴う環境影響への対応が　
　必要（環境アセス対象事業）

・正常流量の確保が可能となる

・塩水遡上の助長に対する配慮が必要

・アユの産卵場所等の保全に対する配　
　慮が必要

・正常流量の確保ができない

６

社会・環境・経済面から総合的に評価し、「基準地点二十六木橋の整備計画流量２,４00m3/sのう

ち、鳥海ダムにより 400m3/sを調節し、残り2,000m3/sを河道に配分し河道掘削等により処理す

る」ことを、河川整備計画における治水対策の具体的内容とすることで、詳細を検討していきたい。


